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平時から感染症危機に対応できる体制を作ることで、新型インフルエン

ザや新型コロナウイルス感染症に加え、それ以外も含めた幅広い感染症

の発生時に、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護

し、市民の生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるよう、感染症危

機に対応できる社会を目指す。 

 

高浜市新型インフルエンザ等対策行動計画 【概要版】 

 

１ 改定の経緯 

   ○高浜市新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「市行動計画」という。）は、

平成２４年に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、平

成２６年１２月に策定した。 

   ○今般、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、令和６年７月に新型イ

ンフルエンザ等対策政府行動計画が、令和７年６月に愛知県新型インフルエ

ンザ等対策行動計画が抜本的に改正されたため、市行動計画についても改

定を行うもの。 

２ 基本理念 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

    令和８年度から令和１３年度までの６年間 

４ 対象となる感染症 

   ①新型インフルエンザ等感染症 

      ・新型インフルエンザ          ・再興型インフルエンザ 

      ・新型コロナウイルス感染症      ・再興型コロナウイルス感染症 

   ②指定感染症 

      １～３類、新型インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ず

る必要があるもの 

   ③新感染症 

      人から人に感染する未知の感染症であって、症状が重篤であり、まん延に

より国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの 

５ 対策項目 

    「２ 基本理念」を達成するための７項目を対策項目とし、平時における対応や

ワクチンについての内容を充実させた。 
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６ フェーズごとの計画 

準 備 期 感染症が発生する前段階（平時）に必要な対応等を定めた計画 

初 動 期 感染症の発生初期に必要な初動対応を定めた計画 

対 応 期 感染症のまん延以降、収束するまでに必要な対応等を定めた計画 

７ 各論７項目の概要 

 準 備 期 初 動 期 対 応 期 

①実施体制 ・実践的訓練の実施 

・業務継続計画作成 

・関係機関との連携体

制の構築 

・対策会議の開催 

・対策本部設置検討 

・必要な人員体制の

強化 

・対策本部の設置 

・必要時、県に事務代

行や応援職員派遣を

要請 

②情報提供・共

有、リスクコミュ

ニケーション 

・基本的な感染対策

等の情報提供、共有

体制の整備 

・双方向のコミュニケ

ーションの実施（コー

ルセンター等の設置） 

・市民の関心事項等を

踏まえ、引き続き取組

みを実施 

③まん延防止 ・基本的な感染対策

やまん延防止対策へ

の理解促進（情報提

供） 

・まん延防止に備え、

業務継続計画に基づ

く対応準備 

・県からの要請（外出

自粛、営業時間の変

更、休業等）を市民へ

周知 

④ワクチン ・特定接種、住民接種

体制の構築に向けた

検討（人員、会場、資

材等） 

・特定接種、住民接種

体制の構築（医療従

事者、実施会場、物品

の確保） 

・特定接種、住民接種

の実施 

・健康被害救済制度

の周知、対応 

⑤保健 ・研修、訓練を通じた

人材育成 

・県からの応援派遣要

請に対する協力体制

の構築 

・県からの要請に応じ

た健康観察及び生活

支援の協力 

⑥物資 ・感染症対策物資等

の備蓄 

・定期的な備蓄状況

の確認 

・県からの要請、依頼

に応じた連携、協力

（個人防護服の配布

準備等） 

・県からの要請、依頼

に応じた連携、協力

（物資、資材の相互協

力） 

⑦市民の生活

及び地域経済

の安定の確保 

・関係機関や内部担

当部署間における情

報共有体制整備 

・火葬体制構築に向

け、戸籍事務担当部

署との調整 

・一時的に遺体を安置

できる施設等の確保

の準備 

・心身への影響に関

する施策の実施（メン

タルヘルス対策、フレ

イル予防等） 

・生活支援を要する者

（要配慮者）への支援 

 


